
団　　体 利用目的等

※　原則として本表に掲げる基準に基づき専用利用を許可するが、詳細については管理を開始する前に教育委員会と協議を行うものとする。

・市が行政目的を遂行するため
に利用するとき
・１～４の団体が広く市民を対
象としたスポーツの振興を目的
とした行事のために利用すると
き
・市立小学校等が教育課程に基
づく教育活動又は幼児の教育活
動等のために利用するとき
・市又は教育委員会が主催・共
催する事業のうち、公共性・公
益性が高い事業のために利用す
るとき

毎年２月から３月頃、
翌年度の利用について
利用調整を行い、その
結果に基づいて予約を
行う。

１　市、国又は県

２　市内の学校、幼保連携型認定こども園、
保育所等

３　体育協会・体育協会に所属する団体

４　市が指導又は育成を行うことを必要とす
る団体

５　市内の官公署、会社等

６　スポーツの振興を目的とする公共的団体

７　指定管理者

８　その他特に必要と認めるもの

一般の利用形態に比し、施設を
専用して利用することが適当と
認められるとき。

・アイススケート場について、年間１
０日程度を目安に大会貸出を行う。
・土日祝日を月に２日相当分以上、一
般利用向けに開放すること。
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　スポーツ及びレクリエーショ
ンの振興を目的とした行事のた
めに利用するとき
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河
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１　市及び教育委員会

２　市体育協会・市体育協会に所属する団体

３　市中学校体育連盟

４　指定管理者

５　その他特に必要と認めるもの

　利用日の属する月の
６月前の月の初日～利
用日の属する月の３月
前の月の末日

・市が行政目的を遂行するため
に利用するとき
・１～４の団体が広く市民を対
象としたスポーツの振興を目的
とした行事のために利用すると
き
・市立小学校等が教育課程に基
づく教育活動又は幼児の教育活
動等のために利用するとき
・市又は教育委員会が主催・共
催する事業のうち、公共性・公
益性が高い事業のために利用す
るとき

１　市

２　神奈川県高等学校野球連盟
　　（県大会以上の利用に限る）

３　体育協会・体育協会に所属する団体

４　市中学校体育連盟

５　スポーツ又はレクリエーションの振興を
　  目的とする公共的団体

６　指定管理者

７　その他特に必要と認めるもの
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毎年８～９月頃、翌年
度の利用について利用
調整を行い、その結果
に基づいて予約を行
う。
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１　市、国又は県

２　市内の学校・保育所等

３　市体育協会・市体育協会に所属する団体

４　市が指導又は育成を行うことを必要とす
る団体

５　市内の官公署、会社等

６　スポーツの振興を目的とする公共的団体

７　指定管理者

８　その他教育委員会が必要と認めるもの

　土曜日、日曜日及び祝日のうち、月
に２日相当分以上、一般利用に供する
こと。

１　市、国又は県

２　市内の小中学校等又は幼稚園等

３　市体育協会・市体育協会に所属する団体

４　市が指導又は育成を行うことを必要とす
る団体

５　市内の官公署、会社等

６　スポーツ又はレクリエーションの振興を
目的とする公共的団体

７　指定管理者

８　前各号に掲げるもののほか、教育委員会
が必要と認めるもの

１　市及び教育委員会

２　市体育協会・市体育協会に所属する団体

３　市中学校体育連盟

４　指定管理者

５　その他特に必要と認めるもの

・市が行政目的を遂行するため
に利用するとき
・１～４の団体が広く市民を対
象としたスポーツの振興を目的
とした行事のために利用すると
き
・市立小学校等が教育課程に基
づく教育活動又は幼児の教育活
動等のために利用するとき
・市又は教育委員会が主催・共
催する事業のうち、公共性・公
益性が高い事業のために利用す
るとき

毎年９～１０月頃、翌
年度の利用について利
用調整会議を行い、そ
の結果に基づいて予約
を行う。

　利用日の属する月の
６月前の月の初日～利
用日まで

※利用日の属する月の
２月前の１日から１６
日までの間は申請する
ことができない。

【淵野辺公園ひばり球場・テニス場】

　全ての利用時間区分の２０％相当分
を上限とする。
　ただし、各月について土曜日、日曜
日及び祝日のうち、２日相当分以上を
一般利用に供すること。

【相模台公園軟式野球場・テニス場】
【大野台南テニスコート】

　全ての利用時間区分の１０％相当分
を上限とする。
　ただし、各月について土曜日、日曜
日及び祝日のうち、６日相当分以上を
一般利用に供すること。

　利用日の属する月の
６月前の月の初日～利
用日

スポーツ施設の専用利用調整基準

スポーツの振興を目的とした行
事のために利用するとき

可能な利用 利用申請
の受付期間

利用可能コマ数
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